
別 紙－１ 

１．具体的な相違事象 

契約適用
ＴＳ取付
・設定

割引適用

①
深夜電力Ｂ

（８時間通電）
５時間 ８時間型 ３６ ● ●

４０
（４）
※１

・契約種別について、遡って第２深夜電力
　（５時間通電）を適用。
・深夜電力Ｂ（８時間通電）との料金単価
　の差額を払い戻し。

②
深夜電力Ｂ

（８時間通電）
８時間 ５時間型 １６ ● １６

・契約種別について、遡って第２深夜電力
　（５時間通電）を適用。
・深夜電力Ｂ（８時間通電）との料金単価
　の差額を払い戻し。

③
第２深夜電力
（５時間通電）

８時間 ８時間型 ２１ ● ● ２

・８時間型のＴＳにより、必要（５時間）
　以上に通電したことで使用量に影響が
　あったお客さま（深夜機器に自動制御機能
　がない等）について、差額を払い戻し。

④
第２深夜電力
（５時間通電）

８時間 ５時間型 ６６ ● ０

・ＴＳの通電時間（８時間）に関係なく、
　お客さまの深夜機器（電気温水器）に自動
　制御機能があり、同機能が作動したことに
　より、使用量への影響は無し。

⑤
はぴｅタイム
時間帯別電灯
（５時間通電）

８時間 ５時間型 ８５ ● ５１

・８時間型のＴＳにより、必要（５時間）
　以上に通電したことで使用量に影響が
　あったお客さま（深夜機器に自動制御機能
　がない）について、差額を払い戻し。

⑥
はぴｅタイム
時間帯別電灯
（８時間通電）

５時間 ８時間型 ８７ ● ●
８８
（１）
※１

・深夜機器の割引額について、遡って５時
　間割引を適用。
・「マイコン割引」もしくは「割引なし」
　との差額を払い戻し。

⑦
第２深夜電力
融雪用電力　他

６時間他 － ８ ● ６

・誤って短い時間帯となっていた場合は、
　制限中止割引（※２）を適用し相当額を
　払い戻し。
・誤って長い時間帯となっていた場合は、
　必要以上に通電したことで使用量に影響が
　あったお客さま（深夜機器に自動制御機能
　がない）について、差額を払い戻し。

３１９ ２０３

精算対象
件数

お客さまとの精算合意内容

誤りの内容（推定原因）

相違件数
深夜機器

（使用時間）
ＴＳ現在の契約種別ｹｰｽ

 
※１：精算対象件数の（ ）内の数値は、契約されたお客さまの入退去に伴い、１需要場所で複数のお客さま

と精算した件数を再掲したもの。 
※２：制限中止割引とは、当社の責による事由により、１日のうち延べ１時間を越えて電気の供給を中止また

は使用を制限した場合において、１日あたり基本料金の４％を割引くもの。 
 

◆深夜電力Ｂ（ＴＳは８時間帯型を設置） 

○毎日、午後１１時～翌日午前７時（８時間）の夜間時間帯に限り、深夜機器等を使用する契約。 

   （基本料金）契約電力１ｋＷにつき   ３０４円５０銭 

   （電力量料金）１ｋＷｈにつき       ７円２２銭  

◆第２深夜電力（ＴＳは５時間型を設置） 

○毎日、午前１時～午前６時（５時間）の深々夜時間帯に限り、深夜機器を使用する契約。 

   （基本料金）契約電力１ｋＷにつき   ２１０円００銭 

   （電力量料金）１ｋＷｈにつき       ６円１７銭 

◆時間帯別電灯・はぴｅタイムの割引額 

○５時間通電機器割引額 

・５時間通電機器の総容量（入力）１ｋＶＡにつき     １８９円００銭 

 ○８時間通電＜通電制御型蓄熱式機器（マイコン）＞割引額 

・通電制御型蓄熱式機器の総容量（入力）１ｋＶＡにつき  １６８円００銭 

◆融雪用電力（２２時間通電） 

○３カ月を下回らない契約使用期間をあらかじめ設定。 

 ○契約使用期間内で、毎日１０時～１２時、１３時～１５時のうち２時間を除いた２２時間をあらかじめ契 

約使用時間として設定。 

 




